
 

 

別紙様式第21号 

2025年4月10日 

一般社団法人投資信託協会 

会長 松下 浩一 殿 

 

UBSアセット・マネジメント株式会社 

代表取締役社長 キース・トゥルーラブ 

 

正会員の財務状況等に関する届出書 

 

 当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則第10条第

1項第17号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 

 

１【委託会社等の概況】 

（１）資本金の額等 

2025年1月末現在の委託会社の資本金の額： 2,200,000,000円 

委託会社が発行する株式総数： 86,400株 

発行済株式総数： 21,600株 

最近５年間における資本金の額の増減： 該当事項はありません。 

（２）委託会社等の機構 

① 経営体制 

（取締役会） 

委託会社の業務執行上重要な事項は、取締役会の決議によってこれを決定します。 

取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集し、その通知は会日の少なくとも

３日前に各取締役および各監査役に対して発します。ただし、緊急の必要あるときは、取締役および監査

役全員の同意を得て、招集の手続を省略することができます。 

取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出席取締

役の過半数をもってこれを行います。 

取締役会の議長には、社長が当たります。社長がその職務にあたれない場合は、他の取締役で、取締

役の順序において上位にある者がその任に当たります。 

（代表取締役および役付取締役） 

代表取締役は、取締役会の決議によって選定します。 

代表取締役は、会社を代表し取締役会の決議に従い業務を執行します。 

取締役会の決議をもって取締役の中から会長、社長、副社長、およびその他役付取締役若干名を定

めることができます。 



② 投資運用の意思決定機構 

 

 

※2025年1月末現在 

２【事業の内容及び営業の概況】 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の

設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基

づき委任された資産の運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商

品取引業及び投資助言業を行っています。 

委託会社の運用する証券投資信託は2025年1月末現在、以下のとおりです。（ただし、親投資信託は除

きます。） 

ファンドの種類 本数 純資産総額（百万円） 

単位型株式投資信託 35 43,055

追加型株式投資信託 77 361,270

合計 112 404,324
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